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災害時要援護者避難誘導等に係る取組事例 

 
 
 
○ 東京都荒川区（西尾久東町会）                    Ｐ１～Ｐ２ 
    ～町内会が中心となり、救助・救出訓練を実施～ 
 
 
 
○ 静岡県御殿場市（ボランティア連絡協議会）        Ｐ３～Ｐ５ 
    ～ボランティア協議会が作成した支援シートを基に要援護者と支援
   者のマッチングを実施～ 
 
 
 
○  大阪府藤井寺市                                  Ｐ６～Ｐ９ 
    ～市（福祉部局）が整備した台帳を活用し、町会単位で安否確認～ 
 
 
 
○  長野県長野市                                    Ｐ10～Ｐ13 
    ～市消防局が整備した台帳に基づく安否確認、救助活動～ 
 
 
 
○ 参考資料                                        Ｐ14～Ｐ15 
 



災害時要援護者避難に係る先進事例現地調査結果１

　　　　　　　　　　　　　取組主体
取組内容 東京都荒川区（西尾久東町会）

取組の概要 町内会が中心となり、救助・救出訓練を実施

取組開始の経緯
地域の病院と相互応援協定等を締結する等して、救出活動を内容とした連携
を開始。昭和５９年から開始された荒川区おんぶ作戦へ平成４年に参画。

取組主体の構成
会長をはじめ、部長・班長クラスを中心として町内会全体（自主防災組織）で構
成。

運営上の役割分担
平常は役員クラスが中心となって運営、訓練の時に限り、一般会員も参画して
いる。

台帳について

○台帳としては一種類、区の福祉部局から様式を手交して高齢者・障害者の
情報を収集、別途情報提供の承諾書も徴している。（承諾率は８割～９割程
度）
○記載内容は、氏名・住所・電話番号・世帯形態・要援護者たる事由、内容は
毎年更新。
○平常時においては町内会長・民生委員・行政・消防・警察において保管して
いる。
○町内会の平素の活動においてはあまり使用されておらず、町内会の班単位
で情報の把握に努めている。
○内容は、毎年更新されている

支援者の定め方
以前は支援体制を決めていたが、現在では特に支援者は定められていない。
災害時に、活動の中心となる町内会幹部が適宜、支援者を調整する。

避難誘導する際
の主体、手法、役

割分担

具体的には定められていない。（災害時に、活動の中心となる町内会幹部が
適宜、支援者を調整する。）

行政、消防団の関与 行政・消防団との関与はほとんど無い、同一の訓練に参加する程度

訓練の実施状況
最低年３回は防災関係の訓練を実施している。
近年は救助訓練が増えてきており、病院と連携してトリアージ訓練を実施、来
年はＡＥＤ訓練を実施したいと考えている。

平常時の活動内容
平常は通常の町会として活動、５００世帯ほどが参加したという餅つき大会な
ど非常に活発。防災関係としては夜回り等を行っている。

課題等
○実際に避難誘導をする際の支援者が事前に定められていない
○プライバシー保護の観点から、台帳の情報が平素は町内会長限りとされて
おり 、いざというときに活用できるか、不安がある





災害時要援護者避難に係る先進事例現地調査結果２

　　　　　　　　　　　　　取組主体
取組内容 静岡県御殿場市（ボランティア連絡協議会）

取組の概要
ボランティア協議会が作成した支援シートをもとに要援護者と支援者のマッチ
ングを実施

取組開始の経緯
阪神・淡路大震災の被災者団体との交流から、災害時要援護者の把握と情報
の共有の必要性について認識。ボランティア連絡協議会として平成８年に初め
ての避難の訓練を行った。

取組主体の構成
ボランティア協議会が中心となって、ボランティア３００人程度で要援護者２８２
人をカバーしている。

運営上の役割分担
ボランティア協議会が中心となってマッチング作業を含めた台帳を整備してい
る。平時は社会福祉協議会が、訓練の際には町内会が実際の事務局的作業
を分担している。

台帳について

台帳としては２種類ある。
①市の福祉部局が身体障害者手帳交付時に「身体障害者防災台帳」への登
録調査を行っている。
記載内容は氏名・住所・生年月日・電話番号・障害状況・生活状況等で、回答
率（情報提供に関する承諾率）は約８０％程度。整備された台帳は、毎年各区
長や消防本部に配布のうえ、保管されている。この台帳は日頃は厳重に管理
されており、救援システムを使った避難訓練時に、ボランティア協議会へ提供
され活用される程度とのこと。
②ボランティア協議会が参加障害者団体を通じて障害者の情報を収集、援助
のためのシート（救援システムカード）を作成。内容の更新は行われていない。
記載内容は障害者名・援助者名・連絡電話番号・地図情報など。

支援者の定め方 ボランティア協議会が中心となってマッチング作業を行っている

避難誘導する際
の主体、手法、役

割分担

予め登録されたボランティアの援助者が被援助者宅に駆けつけ、一時避難場
所から広域避難場所、避難所へと誘導する。

行政、消防団の関与 行政・消防団との関与はほとんど無い、同一の訓練に参加する程度

訓練の実施状況
年に一度、町内会と連携して、旧町村単位での避難訓練が行われている（高
齢者・中学生も参加）。また、平素から、消防署・社協等と連携してボランティア
の救急・救命講座等を実施している。

平常時の活動内容
防災関係としてはボランティア協議会構成員に対する訓練・講座の実施を行っ
ている。

課題等

○ボランティア協議会では、障害者の避難支援を中心に行っており、訓練等に
おいて高齢者の避難等を受け持つ町内会との連携を行うこと
○ボランティア協議会作成の台帳の更新ができていない（ボランティア協議会
の人的資源不足）







災害時要援護者避難に係る先進事例現地調査結果３

　　　　　　　　　　　　　取組主体
取組内容 大阪府藤井寺市

取組の概要 行政が整備した台帳を活用し、町会単位で安否確認

取組開始の経緯
府から市に対して、モデル的に取組み実施して欲しい旨依頼があり、平成12年
から準備を開始し、平成13年9月から運用を開始

取組主体の構成 市（福祉課、介護保険室、防災対策室）、各町会ほか関係団体

運営上の役割分担

○市（福祉部局）：　登録制により名簿を整理し、各町会に配布
○市（防災部局）：　発災時、安否確認実施本部を各町会に立ち上げを
　　　　　　　　　　　　依頼、安否情報を把握等
○町会（区長）　 ：　平常時の訪問、発災時の名簿の活用等

台帳について

○台帳は簡易版（住所、氏名、年齢、性別等）と詳細版（要介護度、障害の程
度・内容等を追加したもの）の二種類
○簡易版は区長が普段から所有し、訪問等に活用
○詳細版は、地区会館の保管庫に施錠の上保管し、発災時に開封し、安否確
認等に活用（保管庫は市が整備：市内全４５町会）
○詳細版は、基本的に区長のみが見て、安否確認本部に参集した役員、民
生・児童委員等に対して個別に指示する。
○台帳は年２回更新

支援者の定め方 発災時に区長が指示

避難誘導する際
の主体、手法、役

割分担

○第一段階において、隣近所が安否を確認し合うことが基本。
○第二段階で名簿を活用した安否確認や救助を実施

行政、消防団の関与
上記のとおり
消防団は訓練の際等必要に応じ連携するが、システム的な関与はない。

訓練の実施状況

毎年９月には安否確認訓練を実施
＊今後、自主防災組織化を図るため、各町会を校区ごとにグループ分けし訓
練を実施していく予定。最終的には、町会ごとに自主防災組織化していく予
定。

平常時の活動内容
○民生委員との連携した訪問の実施
○隣組を単位とした安否確認体制の徹底等

課題等
○プライバシー保護の観点から、台帳の情報が平素は町内会長限りとされて
おり 、いざというときに活用できるか、不安がある
○障害者に対して、その特性を踏まえた対応が難しいと認識している。









災害時要援護者避難に係る先進事例現地調査結果４

　　　　　　　　　　　　　取組主体
取組内容 長野県長野市

取組の概要 市消防局が整備した台帳に基づく安否確認、救助活動

取組開始の経緯
高齢化社会の進展を踏まえ、火災や地震等の際に災害時要援護者の被害を
軽減するため、昭和６２年に「長野市消防局災害弱者対策要綱」を制定し、取
組を開始。

取組主体の構成 市消防局、消防団、自主防災会、民生委員等

運営上の役割分担

○消防局　　　：担当地区内の実態把握（訪問指導、台帳作成等）
○消防団　　　：災害時の安否確認、救助等
○自主防災会：近隣者としての救援活動
○民生委員　 ：消防職員と同行した訪問指導等

台帳について

○福祉部局から提供される情報（住所・氏名・年齢程度）を基に消防職員が戸
別訪問を実施し、台帳を整備（福祉部局からの情報は年1回提供）
○記載内容は、住所、氏名、年齢、危険度判定表に基づく危険度、同居者・緊
急連絡先、近隣共助状況等を記載
○対象となる者ほぼ全員が同意の上登録されている。
○消防局において保管し部外秘扱い（第一次対応を行う消防団員までは共
有）としているが、地区独自で名簿を整備している場合もある。
○要援護者の情報は、消防の司令システムに入力され、救急出動を含む災害
発生時に出動隊に対する支援情報として活用。

支援者の定め方
○消防団：近隣団員を第一次対応者に指定（安否確認、救急対応等を実施）
○自主防災会：近隣者による隣組的な活動
　＊両者が連携した取組

避難誘導する際
の主体、手法、役

割分担

近隣消防団員その他近隣者（人員、役割は対象者の特性により異なる）
団員については、一義的な救急対応も実施。

行政、消防団の関与 上記のとおり

訓練の実施状況 地域ごとで異なるが、要援護者の確認、模擬訓練等を実施

平常時の活動内容
○春、秋の火災予防運動の際に訪問指導を実施
○市内社会福祉施設と地元住民との間で災害時応援協定を締結

課題等
○消防防災部局が要援護者の情報を収集・活用するための法的な位置づけ
が欲しい。












